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連 携

概要版

・暴力の制止
・被害者の保護
・被害発生防止のため
 に必要な措置
・援助の申し出に対する
 支援

千 葉 県
平成29年3月

千　葉　県　の　相　談　窓　口

相  談  の  状  況

Ｄ  Ｖ  に  関  す  る  情  報

■千葉県女性サポートセンター
　女性専用　043-206-8002 ▶ 24時間365日対応　面接相談・専門相談もあります。（要予約）
■千葉県男女共同参画センター　　面接相談・専門相談もあります。（要予約）
　女性のための電話相談…04-7140-8605　火～日曜日　  9:30～ 16:00
　男性のための電話相談…043-285-0231　火・水曜日　16:00～ 20:00
■千葉県健康福祉センター　月～金曜日　9:00～ 17:00
　習志野 047-475-5966 　市　川 047-377-1199 　松　戸 047-361-6651
　野　田 04-7124-6677 　印　旛 043-483-0711 　香　取 0478-52-9310
　海　匝 0479-22-3101　 山　武 0475-54-2388 　長　生 0475-22-5565
　夷　隅 0470-73-0801 　安　房 0470-22-6377　 君　津 0438-22-3411
　市　原 0436-21-3511
■市町村配偶者暴力相談支援センター （千葉市、市川市、野田市にお住まいの方）
　千葉市　043-245-5110　月～金曜日　9:00～ 16:00
　市川市　047-323-1777　月～金曜日　9:00～ 16:00(12:00～ 13:00を除く)
　　　　　　　　　　　  　　  土～日曜日　9:00～ 12:30
　野田市　04-7125-9119　月～金曜日　8:30～ 17:15　　　　　　　 
　※上記のほか、お住まいの市町村でもＤＶ相談を受け付けています。

■千葉県警察本部相談サポートコーナー　
　043-227-9110　月～金曜日　8:30～ 17:15

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1　TEL043-223-2376　FAX043-222-0904
ホームページ　http://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/

千葉県総合企画部男女共同参画課

■ＤＶ相談ナビ（内閣府）
　http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html 
■千葉県のＤＶ対策（千葉県ホームページ）
　http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kfk/jinken/dv/index.html
■千葉県警察のストーカー・ＤＶ情報（千葉県警察ホームページ）
　http://www.police.pref.chiba.jp/kojyoka/safe-life_protect-stalker.html
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①発見した者による
　通報の努力義務
②医師等は通報できる

・相談
・被害者の保護
・緊急時の安全確保
・被害者の自立支援
　(福祉事務所による
　支援を含む）

情報提供努力義務

通知

通知

地裁の請求に
基づく書面提出等

地裁の請求に基づく書面提出等

･相談
･一時保護
･生活再建支援、保護命令の利用、
 シェルターの利用、カウンセリング
 についての情報提供・助言等
･関係機関との連絡調整
･その他の援助

(中核的配偶者暴力相談支援センター )

女性サポートセンター

･相談
･自立支援、保護命令の利用、
 シェルターの利用についての情報
 提供・助言等
･関係機関との連絡調整　等

(地域配偶者暴力相談支援センター )

男女共同参画センター
各健康福祉センター（13）
市町村（野田市､市川市、千葉市）

（以下男女共同参画センターのみ）
･カウンセリング
･研修講座の開催

申立人の配偶者・元配偶者
（事実婚を含む）

 ●被害者への接近禁止命令

 ●被害者への電話等禁止命令

 ●被害者の同居の子への接近禁止命令

 ●被害者の親族等への接近禁止命令

 ●退去命令

 

相談･援助･保護

千葉県ＤＶ防止・被害者支援
基本計画（第４次）

ＤＶを許さない社会と被害者の立場に立った支援の実現

ＤＶ防止法に基づく千葉県における
被害者支援の仕組み

「女性への暴力の
 根絶を訴える
 パープルリボン」
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